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(57)【要約】
【課題】間隙のない均一な被覆を可能にする分枝付き編
組ステント装置又は分枝付き編組人工血管装置とその製
造方法を開示する。
【解決手段】幹部分と２つの蝶番式脚部分を、画一的な
複数のフィラメントから編組されたワンピースとして製
造し、これによって両脚部分は完全複数のフィラメント
を含み、幹部分は同じ複数のフィラメントのサブセット
を含む。この製造過程は、続いて起こるステント又は人
工血管の幹部分の編組のために蝶番式脚部分の間にフィ
ラメントのループを保持しながら、マンドレルの上で蝶
番式脚部を編組することを伴う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解剖学的器官内留置に適した編組径方向自己拡張型管腔内装置において、前記装置は、
　画一的な複数のフィラメントによって編組された第１脚部と、
　画一的な複数のフィラメントによって編組された第２脚部と、
　画一的な複数のフィラメントによって編組され、前記第１脚部及び前記第２脚部に連結
された１つの共通本体と、
　前記第１脚部と前記第２脚部間の蝶番とを含み、
　前記第１脚部を編組するフィラメントのうちの一部分のフィラメントが、前記蝶番へ延
びて前記蝶番を形成し、さらに前記第２脚部へ延びて前記第２の脚部を編組するフィラメ
ントの一部分を形成しており、
　前記第１脚部を編組するフィラメントのうちの残りのフィラメントが、前記共通本体へ
延びて共通本体を編組するフィラメントの一部分を形成しており、
　前記第２脚部を編組するフィラメントのうちの残りのフィラメントが、前記共通本体へ
延びて共通本体を編組するフィラメントの一部分を形成しており、
　前記フィラメントは、熱処理可能な弾性の形状記憶金属であり、
　前記フィラメントが、コバルトベースの低熱膨脹合金、ニッケルベースの高温高強度合
金、ニッケルベースの熱処理可能合金、ニチノール、及びステンレス鋼から成る群から選
択された金属を含む、前記装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して解剖学的器官内留置のためのステント装置又は人工血管装置に関し、
特に血管内カテーテルによって送ることができる分枝付きステント装置又は分枝付き人工
血管装置及び製造方法に関する。実施例は、罹患した脈管の補強、除去、架橋、又は内張
りによる大動脈腸骨分岐を伴う、腹部大動脈瘤（ＡＡＡ）を治療するための独特の分枝付
きステント装置又は分枝付き人工血管装置と、装置の２つの蝶番式脚部及び共通本体又は
幹部分を形成するために画一的な複数のフィラメントを使用する独特の編組技術を伴う、
ステント装置又は人工血管装置などの製造方法とを含む。
【背景技術】
【０００２】
　大動脈瘤は、心臓から身体の他の部分へ血液を運ぶ主要血管である大動脈内壁内の虚弱
な区域である。大動脈は、胸部の心臓から上向きに延び、次いでアーチ状に下向きに曲り
、胸部を通り（胸部大動脈）、腹部の中に入る（腹部大動脈）。腹部大動脈の正常な直径
は約２．５ｃｍ（１インチ）である。
【０００３】
　大動脈瘤は、筋層や大動脈内壁内弾性線維の破損に起因することが多い。この破損は通
常、４０歳を超えた患者に時が経つにつれてしばしば発生し、長引く高血圧、喫煙の影響
、又は遺伝的素因によって起こることが可能である。脈管組織が悪化すると、脈管壁の強
度は低下し、高血圧は大動脈内壁をその正常なサイズ以上に伸展させて、動脈瘤を形成す
る。虚弱な動脈瘤は時間が経つにつれてバルーンのように膨脹し、この壁が血圧を保持す
るためには薄過ぎて弱過ぎるようになった場合には破裂することが可能である。
【０００４】
　最も一般的には、大動脈瘤は腎動脈起始部の下方の脈管部分に発生する。動脈瘤は、大
動脈腸骨分岐の中と、臀部、骨盤、及び脚部に血液を供給する腸骨動脈の中に延びること
もある。
【０００５】
　動脈瘤の直径が５ｃｍ（約２インチ）に達すると、通常は、破裂を防止するための治療
が必要であると考えられる。５ｃｍ未満では、動脈瘤破裂の危険性は、通常の外科的危険
性にある患者における従来の外科の危険性よりも低い。動脈瘤療法の目的は、動脈瘤の破
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裂を防止することである。ＡＡＡが破裂すると生存の機会は低くなり、すべての破裂した
動脈瘤の８０～９０パーセントが結果的に死亡する。動脈瘤が破裂する前に動脈瘤を検出
して治療し、理想的には危険性の低い処置で初期段階（小さな動脈瘤）において治療した
場合には、これらの死亡を回避することができる。
【０００６】
　ＡＡＡは、これらが発生したときにその症状から診断することができるが、これは遅過
ぎることが多い。これらは通常、日常の身体検査、超音波の使用、胸部及び腹部Ｘ線の使
用によって見つけられる。検査では、医者は腹部における脈動量を感じることができる。
医者が動脈瘤と疑った場合には、この医者は多分、超音波スキャンの実施を要求すること
になる。コンピュータ断層撮影（ＣＴ）及び磁気共鳴画像（ＭＲＩ）などのその他のスキ
ャンを実施してもよい。これらのスキャン技術は、動脈瘤の正確な位置を決定するために
は非常に有用である。
【０００７】
　ＡＡＡを治療するための外科処置には、大動脈の罹患部分を、通常は正常で健康な大動
脈の性質と極めてよく似た性質の弾性材料から作られた管を備えた合成人工血管と取り替
えることが伴う。この大手術は通常かなり成功率が高く、死亡率は２～５パーセントであ
る。破裂したＡＡＡからの死亡の危険性は、外科処置中においても約５０％である。
【０００８】
　ごく最近、動脈瘤の回復を引き受けて切開外科術を実施する代りに、脈管外科医は、患
者の血管を通される細長いカテーテルを使用して、動脈瘤の位置に送られる脈管内ステン
ト／人工血管を備え付けている。一般的に、外科医は患者の鼠径部域に小さな切開部を作
り、次いで、つぶされた自己拡張型又はバルーンで拡張可能なステント／人工血管を含む
送りカテーテルを、動脈瘤を架橋する箇所に挿入し、この箇所点でこのステント／人工血
管は送りカテーテルの遠位端部から送り出され、この箇所において大動脈の正常な大きさ
にほぼ拡張可能になるか、又は拡張される。ステント／人工血管は勿論、管状構造であっ
て、その内腔を血液が通過できるようにして、動脈瘤からの圧力を除去する。時間が経つ
と共に、ステント／人工血管は内皮化状態になり、ステントの外壁と動脈瘤との間の空間
は最終的に凝固した血液によって満たされる。この時点で、動脈瘤は大動脈圧を受けるこ
とはなく、したがって成長を続けることはない。
【０００９】
　大動脈腸骨分岐を伴うＡＡＡの治療では、様々なステント設計物又は人工血管設計物が
配置されて、動脈瘤部分における脈管を支持、架橋、又は再内張りする。これは、大動脈
区分における大径のステント又は人工血管や、腸骨動脈の各々に配置された２つの小さな
ステント又は人工血管などの、複数の自己拡張型ステント又はステント人工血管をしばし
ば伴っている。その他の設計では、ステント又は人工血管は、大動脈区分から腸骨動脈の
１つの分枝の中に延びる様に設計されている。この場合、ステント又は人工血管に１つの
孔が設けられ、別の腸骨動脈への血流を受け入れる。第２ステント又は人工血管を別の腸
骨動脈の中に随意に配置することもでき、この第２ステント又は人工血管は、腸骨分枝血
流のために備えられた第１ステント又は人工血管の孔の中に延びている。
【００１０】
　複数のステント又は人工血管の接合部が身体内での構成要素整列の配置の問題を示して
いたことが、使用と臨床経験によって明らかになった。複数のステント又は人工血管が互
いに独立していることが、構成要素を互いに擦らせて金属疲労を発生させ、ある構成要素
が他の構成要素と整列せずに血液流の中に突き出た所では血流の断続又は血栓症が発生す
る可能性があった。複数の構成要素の使用はまた、重なり合った構成要素が過剰な脈管支
持を、並びに構成要素の間に間隙が生じる場合には支持されない脈管部分を有することが
あるなど、平坦でない脈管支持を発生させた。人工血管の場合には、構成要素間の間隙は
漏洩を引き起こし、結果的に動脈瘤に対する血圧の連続露出となり得る。
【００１１】
　この結果、主大動脈区分並びに両腸骨動脈区分を含む動脈瘤区分全体をカバーする代替
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のワンピース・ステント設計又はグラフト設計の必要性が残されている。さらにまた、こ
のような設計が、経皮カテーテルを治療箇所に送るためにつぶすことができ、並びに送り
カテーテルから展開されると自己拡張可能であることも望ましい。
【００１２】
　Ｈｙｏｄｏｈ他に譲渡された米国特許第６４０９７５０号は、織られた分岐付きステン
ト及び三叉ステントと共に製造方法も開示している。これらの装置は、第１部分を有する
第１脚部を画定する第１複数のワイヤ、及び第２遠位部分を有する第２脚部を画定する第
２複数のワイヤと、遠位端部及び近位部分を有する共通本体とを含み、共通本体は、少な
くとも第１複数のワイヤ及び第２複数のワイヤから形成され、共通本体の近位部分は両脚
部の遠位部分に隣接し、両方の複数のワイヤの少なくとも１本のワイヤの両端部は、共通
本体の遠位端部の近傍に位置している。この設計では、編組された脚部が共通本体部分に
よってのみ連結され、金属カバレッジ（被覆）における間隙が脚部の接合部の近くに発生
する。
【００１３】
　Ｃｈｏｕｉｎａｒｄ他に譲渡された米国特許第７００４９６７号は、編組分岐付きステ
ントを製造するためのプロセスを記載している。このプロセスでは、２つ以上の編組機の
使用が含まれ、第１個別複数のフィラメントが編組されて第１脚部を形成し、第２個別複
数のフィラメントが編組されて第２脚部を形成する。このプロセスは、別の編組機を使用
して、第１複数のフィラメントと第２複数のフィラメントとを一緒に編んで本体を形成す
ることを含む。この設計は、結果的に各脚部の外側最上部に発生する金属カバレッジ間隙
を生じ、プロセスは複数の編組機の使用を必要とする。その他の概念によるように、脚部
は共通の本体部分を除いて連結されていない。他方の脚部に連結する一方の脚部からは共
通のワイヤはなく、したがってこれらの脚部の間に間隙が発生する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第６４０９７５０号明細書
【特許文献２】米国特許第７００４９６７号明細書
【特許文献３】米国特許第５７２５５５２号明細書
【特許文献４】米国特許第６９５３４７５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　均一の性質のために改善された金属カバレッジを有するワンピースの分岐付きステント
装置又は分岐人工血管装置と、画一的で分離した複数のワイヤからワンピース設計物を製
造する簡単な製造方法との必要性が存在する。一方の脚部から他方の脚部へワイヤを組み
込んで、ワイヤ蝶番を作り出し、装置の叉部域を補強する、改善された分岐付きステント
又は分岐人工血管が必要とされる。さらにまた、上記のような改善された特性を有し、経
皮脈管内カテーテル手法を用いて送ることもできる装置であって、カテーテルを通じて送
るためにつぶすことができる外形と、カテーテル範囲から解放されると自己拡張する外形
とを有する、装置も必要とされる。本開発はこのような装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の概念には、カテーテルで送ることができる脈管内ワンピース多領域ステント装
置又は人工血管装置の実施例が含まれる。実施例には、大動脈腸骨分岐を伴う腹部大動脈
瘤を治療するための分岐付きステント装置又は分岐人工血管装置が含まれる。この概念の
重要な態様には、画一的なフィラメントの束又は画一的な複数のフィラメントを使用して
、第１領域、第２領域、及び第３領域を含む装置の別個の領域などの、複数の領域を形成
することを可能にする編組製造技術が含まれる。
【００１７】
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　ある好ましい実施例は、例えば３つの領域を含み、即ち、第１領域及び第２領域は２つ
の蝶番式脚部を形成し、第３領域は装置の共通本体又は幹部分を形成する。第３領域は、
２つの蝶番式脚部を形成する同じ画一的な複数のフィラメントのサブセットから編組され
る。こうして、ステント構造又は人工血管構造は、編組された一対の蝶番式脚部と共通本
体又は幹とを画定する画一的な複数の弾力性フィラメントを含む。ステント又は人工血管
は、脚部を連結する叉区域にフィラメント蝶番を有する。各フィラメントがニチノール・
ワイヤなどの形状記憶金属であることが好ましいが、弾性のヒート・セット（熱固定）可
能な形状を有するその他の金属であるか、又はこの金属を含んでもよい。ポリマー・フィ
ラメント上張りバージョンを、人工血管装置の一部として使用することができる。
【００１８】
　本明細書で使用するように、用語「フィラメント」及び「ワイヤ」は、装置の態様にお
いて使用される金属材料及び非金属材料を含む任意の適当な形式のストランドを説明する
ために、互換的に用いられる。本明細書で使用されるように、用語「編組」は適切である
場合は編合せを含む。この用語は、装置が脈管カテーテルによって送ることができるよう
に、装置が延長して、これに対応して直径が減少することを可能にするあらゆる編組物又
は織物を含むことが理解されよう。
【００１９】
　ある好ましい製造方法は、複数の編組スプールから組立式ツーピース又は２部分マンド
レルの上に供給される非常に弾性的な複数のフィラメントを編組することを含む。フィラ
メントはマンドレルの第１部分の上に編組されて、第１脚部を形成する。編組は停止され
て、編組物は、テープ又はその他の締付け手段を使用して、第１脚部の遠位端部（最後の
編組部分）においてマンドレルの周りに固定される。
【００２０】
　脚部の遠位端部の上方のテープ／締付け部から出ている各フィラメントから長いループ
が形成されるが、両脚部を連結する叉部即ち蝶番フィラメントにしようとするフィラメン
トは除く。作り出されたフィラメント・ループは、ステント又は人工血管の共通本体又は
幹として後で編組されるのに十分な長さにされる。ループが形成されると、これらのルー
プは、輪状に巻かれるかスプールに巻かれて、編組を続けるときに絡み合わないように、
邪魔にならないように確保する。ループの端部は、ループ開始点の頂部の上でマンドレル
にテープ留めされ／締め付けられる。編組過程は再開始され、第２脚部が、第１脚部を編
組するために使用された同じ複数のフィラメントを使用して、マンドレルの第２部分の上
に編組される。
【００２１】
　第２脚部が所望の長さに編組されると、フィラメントはマンドレルにテープ留めされ／
締め付けられ、編組スプールから切り離される。編組物及びマンドレルは編組機から除去
される。ツーピース組立式マンドレルの２つの部分は分離されて、脚部と第１及び第２マ
ンドレル部分は互いに操作されて、蝶番フィラメントによって互いに連結されたこれらの
隣接する脚部を位置決めする。次に、共通本体部分又は幹マンドレルが、各脚部マンドレ
ルの頂部の中に挿入されるように設計された脚延長部を使用して取り付けられる。次に、
形成されて輪状に巻かれたかスプールに巻かれたループは、ステント／人工血管の共通本
体部分又は幹を編組するために利用できるようにされる。
【００２２】
　この時点で、幹の複数の編組オプションが利用可能であり、どの幹編組の変形を選択す
べきかを決めるための決定が必要になる。１つのオプション又は選択は、スプールに巻か
れたループをそのままにして、各ループの両フィラメントを同じ経路に沿って編組するこ
とである。第２の選択は、ループを解いて、各ループの端部を切断し、２本のフィラメン
トを個別の編組スプールに巻き戻すことである。次に、２本の編組されたループ・フィラ
メントを反対のらせん方向に巻くことができる。
【００２３】
　いずれの編組選択においても、フィラメントはスプールに巻かれて、編組機のスプール
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・キャリアの上に置かれ、新しいマンドレル組立体が編組機に設置される。次に共通本体
部分又は幹を、脚部を編組するために使用された同じ複数のフィラメントの主要部分を使
用して編組する。複数のフィラメントの残り部分又は幹を編組するために使用されないフ
ィラメントは、脚部を連結するための蝶番を形成するために選択されたフィラメントであ
る。幹を編組するための編組機は、脚部の編組と比較して様々な数のスプール・キャリア
を必要とする。ループが２つの部片に切断される場合には、例えば、編組機スプール・キ
ャリアの数は、ループがそのまま残される場合よりもはるかに多い数になる。
【００２４】
　本発明の概念の態様には、分枝付きステント装置又は分枝付き人工血管装置の製造方法
、及びこの過程の使用から結果的に得られる医療装置の両方が含まれる。
【００２５】
　また、本明細書は下記の発明も開示している。
【００２６】
　一対の蝶番式脚部と１つの共通本体とを画定するように編組された画一的な複数のフィ
ラメントを含む、解剖学的器官内留置に適した編組径方向自己拡張型管腔内装置。
【００２７】
　前記フィラメントが弾性ヒート・セット可能な形状を有する形状記憶金属を含む装置。
【００２８】
　前記フィラメントが、コバルトベースの低熱膨脹合金、ニッケルベースの高温高強度合
金、ニッケルベースの熱処理可能合金、及びステンレス鋼から成る群から選択された金属
を含む装置。
【００２９】
　前記形状記憶金属がニチノールを含む装置。
【００３０】
　前記画一的な複数のフィラメントの前記フィラメントが０．０３８１～０．２０３ｍｍ
（０．００１５～０．００８インチ）の範囲にある直径を有する装置。
【００３１】
　前記フィラメントが０．０５１～０．１２７ｍｍ（０．００２～０．００５インチ）の
範囲にある直径を有する装置。
【００３２】
　前記複数のフィラメントの一部分が前記脚部を連結する一体型蝶番を形成し、前記複数
のフィラメントの残りが前記共通本体を形成する装置。
【００３３】
　前記画一的な複数のフィラメントにおけるフィラメント数が約４本から約２００本まで
の範囲にある装置。
【００３４】
　前記画一的な複数のフィラメントにおけるフィラメント数が約８本から約１４４本まで
の範囲にある装置。
【００３５】
　前記画一的な複数のフィラメントにおけるフィラメント数が約１６本から約７２本まで
の範囲にある装置。
【００３６】
　前記画一的な複数のフィラメントにおける前記フィラメント量が３２本である装置。
【００３７】
　前記画一的な複数のフィラメントにおける前記フィラメント数が３２本であり、前記蝶
番を形成する前記フィラメント数が４本から８本までの範囲にある装置。
【００３８】
　前記蝶番を形成する前記フィラメントの部分が、前記複数のフィラメント全体の約１／
８から１／４までの範囲にある装置。
【００３９】
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　前記画一的な複数のフィラメントが金属フィラメント及び非金属フィラメントを含む装
置。
【００４０】
　前記画一的な複数のフィラメントが金属フィラメントを含み、さらに、非金属フィラメ
ントを含む複数のフィラメントから製造された一対の蝶番式脚部と１つの共通本体とを含
む上敷き編組構造を含む装置。
【００４１】
　前記上敷き構造が複数の独立した編組構成要素で作られる装置。
【００４２】
　前記画一的な複数のフィラメントが金属フィラメントを含み、さらに、非金属フィラメ
ントを含む複数のフィラメントから製造された一対の蝶番式脚部と１つの共通本体とを含
む下敷き編組構造を含む装置。
【００４３】
　前記下敷き構造が複数の独立した編組構成要素で作られる装置。
【００４４】
　前記脚部の各々と前記共通本体が概して一様な直径を持つ管状の形状を有する装置。
【００４５】
　端部の１つ又は複数が朝顔状に開いている装置。
【００４６】
　端部の１つ又は複数が朝顔状に開いている装置。
【００４７】
　前記蝶番式脚部が管状の形状を有し、概して長さが等しい装置。
【００４８】
　前記蝶番式脚部が管状の形状を有し、概して直径が同じである装置。
【００４９】
　前記蝶番式脚部が概して同じ直径を有する装置。
【００５０】
　前記共通本体が無傷のフィラメント・ループを用いて編組される装置。
【００５１】
　前記共通本体が切断されたフィラメント・ループを用いて編組される装置。
【００５２】
　前記非金属フィラメントが適当なポリマー材料から選択される装置。
【００５３】
　前記非金属フィラメントが適当なポリマー材料から選択される装置。
【００５４】
　前記非金属フィラメントが適当なポリマー材料から選択される装置。
【００５５】
　前記非金属フィラメントが適当なポリマー材料から選択される装置。
【００５６】
　前記上敷き構造が下敷き装置に縫合された装置。
【００５７】
　前記上敷き構造が下敷き装置に縫合された装置。
【００５８】
　前記上敷き構造が下敷き装置に縫合された装置。
【００５９】
　前記上敷き構造が下敷き装置に縫合された装置。
【００６０】
　前記非金属フィラメントがポリエステルを含む装置。
【００６１】
　前記非金属フィラメントがポリエステルを含む装置。
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【００６２】
　前記非金属フィラメントがポリエステルを含む装置。
【００６３】
　前記非金属フィラメントがポリエステルを含む装置。
【００６４】
　少なくとも一部が機械編組された装置。
【００６５】
　少なくとも一部が手作業で編組された装置。
【００６６】
　前記編組のピッチ角が前記脚部及び前記本体の縦軸から３０度から７０度までの範囲に
ある装置。
【００６７】
　解剖学的器官内留置に適した編組径方向自己拡張型管腔内ステント／人工血管装置であ
って、
　（ａ）各々が管状形状を有する一対の蝶番式脚部と共通本体とを画定するように編組さ
れた画一的な複数のフィラメントと、
　（ｂ）前記脚部を連結する前記複数のフィラメントの一部分から形成されて、前記複数
のフィラメントの残り部分は前記共通本体を形成する、一体型蝶番とを含み、
　（ｃ）前記複数のフィラメントは形状記憶金属を含有するフィラメントを含む、
　ステント／人工血管装置。
【００６８】
　前記装置の１つ又は複数の外端部が朝顔状に開いているステント／人工血管装置。
【００６９】
　複数の非金属フィラメントから製造された上敷き編組構造をさらに含むステント／人工
血管装置。
【００７０】
　複数の非金属フィラメントから製造された下敷き編組構造をさらに含むステント／人工
血管装置。
【００７１】
　前記形状記憶金属がニチノールを含むステント／人工血管装置。
【００７２】
　前記一体型蝶番が前記画一的な複数のフィラメントの約１／８から約１／４までを含む
ステント／人工血管装置。
【００７３】
　前記画一的な複数のフィラメントにおけるフィラメント数が４本から約２００本までの
範囲にあるステント／人工血管装置。
【００７４】
　前記画一的な複数のフィラメントの前記フィラメントが０．０３８１～０．２０３ｍｍ
（０．００１５から０．００８インチ）までの範囲にある直径を有するステント／人工血
管装置。
【００７５】
　前記非金属フィラメントがポリエステルを含むステント／人工血管装置。
【００７６】
　前記編組のピッチ角が前記脚部及び前記本体の縦軸から３０度から７０度までの範囲に
あるステント／人工血管装置。
【００７７】
　前記画一的な複数のフィラメントにおけるフィラメント数が約１６本から約７２本まで
の範囲にあるステント／人工血管装置。
【００７８】
　概して画定する蝶番式領域と共通蝶番とを含む複数の連続領域を有する、解剖学的器官
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内留置に適した装置を製造する方法であって、
　（ａ）画一的で控えめな複数のフィラメントを編組して第１管状マンドレルの一部分の
上に第１領域を形成すること、
　（ｂ）前記控えめな複数のフィラメントのいくつかを、第２領域に直接連結するための
蝶番ゾーンとして指定し、前記フィラメントの残りから延長ループ形成すること、
　（ｃ）前記第１の控えめな複数のフィラメントを編組して、前記マンドレルの第２部分
の周りに第２領域又は脚領域を形成すること、及び
　（ｄ）前記延長ループの中に形成された前記フィラメントを編組して、取り付けられた
第２マンドレルの上に前記第１領域と第２領域とに共通の第３領域を形成することを含む
方法。
【００７９】
　前記領域が第１脚部領域及び第２脚部領域であり、前記第３領域が共通本体領域である
方法。
【００８０】
　前記第１マンドレルが２つの一時的に接合されたマンドレル部分から組み立てられたツ
ーピース・マンドレルであり、各脚部領域は前記第１マンドレルの別個の部分の上に編組
され、前記蝶番ゾーンによって連結されたままの前記２つの接合されたマンドレル部分を
、前記第２領域が編組された後に分離すること、及び前記第３領域を編組する前に両部分
を前記第２マンドレルに取り付けることをさらに含む方法。
【００８１】
　前記複数のフィラメントが形状記憶合金を含み、編組が達成された後に前記装置を熱処
理して、前記装置の形状をセットすることをさらに含む方法。
【００８２】
　前記ループを固定して、前記第２領域の編組中に前記ループが絡むことを防ぐことをさ
らに含む方法。
【００８３】
　前記第３領域を編組する前に前記ループの各々が切断される方法。
【００８４】
　前記領域の外端部を朝顔状に開かせることをさらに含む方法。
【００８５】
　前記ステント／人工血管装置が、意図される留置箇所よりも僅かに大きなサイズを有す
るように構成された方法。
【００８６】
　前記編組段階が機械編組を含む方法。
【００８７】
　前記編組段階が前記編組物におけるピッチ角を制御することを含む方法。
【００８８】
　前記蝶番ゾーンが前記控えめな複数のフィラメントの１／８から１／４までの範囲にあ
る方法。
【００８９】
　前記方法を用いて追加の非金属編組装置を作り出すこと、及びこれを熱処理した金属装
置の上に敷いて複合人工血管装置を形成することをさらに含む方法。
【００９０】
　前記方法を用いて追加の非金属編組装置を作り出すこと、及びこれを熱処理した金属装
置の下に敷いて複合人工血管装置を形成することをさらに含む方法。
【００９１】
　追加の非金属編組装置を作り出すこと、及びこれを熱処理した金属装置の上に敷いて複
合人工血管装置を形成することをさらに含む方法。
【００９２】
　追加の非金属編組装置を作り出すこと、及びこれを熱処理した金属装置の下に敷いて複
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合人工血管装置を形成することをさらに含む方法。
【００９３】
　前記装置を共に縫合することをさらに含む方法。
【００９４】
　前記装置を共に縫合することをさらに含む方法。
【００９５】
　前記装置を共に縫合することをさらに含む方法。
【００９６】
　前記装置を共に縫合することをさらに含む方法。
【００９７】
　前記複数のフィラメントが形状記憶合金を含み、編組が完了した後に前記装置を熱処理
して前記装置の形状をセットすることをさらに含む方法。
【００９８】
　前記第３領域を編組する前に、手作業で編組される前記蝶番の各側に位置する前記フィ
ラメントの小部分を任意選択で手作業によって編組することを含む方法。
【００９９】
　前記２ループ・フィラメントを個別の編組スプールの上に巻くこと、及びこれらを反対
らせん方向に編組することを含む方法。
【０１００】
　前記非金属装置及び前記金属装置を同様なピッチとピック・カウントで提供することを
含む方法。
【０１０１】
　前記非金属装置及び前記金属装置を同様なピッチとピック・カウントで提供することを
含む方法。
【０１０２】
　前記編組装置を前記３部分マンドレルから除去すること、及びこの装置を熱処理のため
に個別の型の中に置くことをさらに含む方法。
【０１０３】
　前記金属構造及び非金属構造が同様なピッチとピック・カウントとを有するので、ステ
ント／人工血管装置が単一装置として容易につぶれ自己拡張できるステント／人工血管装
置。
【０１０４】
　ステント／人工血管装置が単一装置としてつぶれ自己拡張することを可能にするために
、前記金属構造及び非金属構造が同様なピッチとピック・カウントとを有するステント／
人工血管装置。
【０１０５】
　前記金属構造及び非金属構造が同様なピッチとピック・カウントとを有するので、ステ
ント／人工血管装置が単一装置として容易につぶれ自己拡張することができるステント／
人工血管装置。
【０１０６】
　ステント／人工血管装置が単一装置としてつぶれ自己拡張することを可能にするように
、前記金属構造及び非金属構造が同様なピッチとピック・カウントとを有するステント／
人工血管装置。
【０１０７】
　前記金属構造及び非金属構造が同様なピッチとピック・カウントとを有するので、ステ
ント／人工血管装置が単一装置として容易につぶれ自己拡張することができるステント／
人工血管装置。
【０１０８】
　ステント／人工血管装置が単一装置としてつぶれ自己拡張することを可能にするために
、前記金属構造及び非金属構造が同様なピッチとピック・カウントとを有するステント／
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人工血管装置。
【０１０９】
　少なくとも３つの明確な領域を画定するように編組された画一的な複数のフィラメント
を含む、人の解剖学的器官内留置に適した編組径方向自己拡張型管腔内装置。
【０１１０】
　前記装置を脈管送りによって留置することを含む、大動脈腸骨分岐を伴う腹部大動脈瘤
の治療方法。
【０１１１】
　前記装置がステント装置及び人工血管装置から選択される方法。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】組み立てられた２部分マンドレルの上を覆う分枝付きステント装置又は分枝付き
人工血管装置の両脚部の編組と、脚セグメント間のループの形成とを示す概略図である。
【図２】編組とツーピース・マンドレルの分離との後の、図１の装置の２つの脚部の側面
図である。
【図３】装置の幹部分を編組するために利用可能なフィラメントを示す、図２に示す装置
の上面図である。
【図４】脚部マンドレルに組み立てる前の幹マンドレルの斜視図である。
【図５】随意に手作業で編組するための区域を示す脚部の上面図である。
【図６】完成された装置の一実施例の側面図である。
【図７】代替実施例の側面図である。
【図８】３２個のフィラメント編組機を示し、スプール・キャリア１～３２が示されてい
る概略斜視図である。
【実施例】
【０１１３】
　次に、図面の各図を参照して実施例を説明する。このような図及び添付の詳細な説明は
、限定するものではなく例証的なものとしなければならず、装置及び装置の製造方法を含
む本発明の概念の態様の説明を容易にするために含まれている。
【０１１４】
　分枝付きステント／人工血管の２つの好ましい最終装置外形を図６及び図７に示す。こ
れらの実施例は、１つの共通本体即ち幹部分を伴って形成された２つの脚部分から成る。
【０１１５】
　この開発の１つの態様は、本発明によって企画された装置の構造材料を伴っている。こ
の装置は、好ましい実施例では、弾力性がありかつ所望の形状を実質的にセットするため
に熱処理することができる材料を含む必要がある、画一的な複数のフィラメントから製造
される。この目的のために適しているとわかっている材料には、この分野ではＥｌｇｅｌ
ｏｙと呼ばれるコバルトベースの低熱膨脹合金、Ｈａｙｎｅｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ社から商標Ｈａｓｔｅｌｌｏｙとして市販されているニッケルベースの高温高強度「
超合金」、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｎｉｃｋｅｌ社によってＩｎｃｏｌｏｙの名称
で販売されているニッケルベースの熱処理可能な合金、及び多くの様々な等級のステンレ
ス鋼が含まれる。フィラメント又はワイヤのために適した材料を選択する場合の重要な要
素は、フィラメントが所定の熱処理を受けたときに成形表面によって誘発される適当な変
形量を保持することである。
【０１１６】
　これらの資格も満たすある等級の材料には、ニチノールなどのいわゆる形状記憶合金が
含まれ、これはニッケルとチタンのほぼ化学量論的な組成を有する合金であり、所望の性
質を達成するために少量の他の金属を含んでもよい。このような合金は、温度で誘発され
る相転移を有する傾向があり、相転移によって材料は、ある一定の遷移温度を超えて材料
を加熱して材料の相に変化を誘発させることによって固定することが可能な好ましい外形
を有することになる。合金を戻し冷却すると、合金は熱処理中におけるときの形状を「記
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憶」することになり、こうすることを抑えられない限り、この外形を呈する傾向がある。
【０１１７】
　一実施例として、制限することなく、装置を、０．０３８１～０．２０３ｍｍ（０．０
０１５～０．００８インチ）の、好ましくは０．０５１～０．１２７ｍｍ（０．００２～
０．００５インチ）の範囲にある直径を有する３２本の編組されたニチノール・ワイヤか
ら製造されると説明することができる。編組しようとするワイヤの本数は、所望の特定の
装置特性に応じて、４～２００本又はそれ以上、好ましくは８～１４４本、さらに好まし
くは１６～７２本の範囲にある。図８は、編組機１００の上の３２個の番号付きスプール
・キャリアを示す概略上面図である。偶数番号のスプール・キャリアはすべて、一方向（
時計回り）に移動し、奇数番号のスプール・キャリアはすべて、反対方向（逆時計回り）
に移動する。これに加えて、スプール・キャリアは円周方向に移動するので、これらのス
プール・キャリアはまた編組機の中心の周りの移動半径を変え、１つのスプール・キャリ
アの内側を通り、次のスプール・キャリアの外側を通り、それによって中心マンドレルの
周りに巻きつけられた、互いに上下に織られて編組された外形となったワイヤを形成する
。スプール・キャリアは動いているので、マンドレルは、編組機の速度に対して制御され
た速度でゆっくり垂直方向に移動され、編組されたワイヤのピッチを設定する。一般的な
ピッチ角は、熱処理前の編組されたような弛緩したチューブの中の編組されたチューブの
縦軸から３０～７０度の範囲にあってもよい。ピッチ、ピッチ・カウント（インチ当りワ
イヤ交差の数、又はその他の線尺度）、及び直径はすべて、装置の特性並びにヒート・セ
ット形状を変えるために変更することができる変数である。
【０１１８】
　次に図１を参照すると、２つの部分２０及び２２から構成される管状マンドレルが示さ
れている。この２部分マンドレルは、２つの部分を精密な嵌め合いシャフトの上を滑らせ
て、これらを除去可能な端部キャップ（図示せず）によって、若しくは任意の数のその他
の知られた適当な手段によって適所に保持することによって、共に組み立てることもでき
る。第１領域又は脚部２４の編組は、図に示すようにマンドレルの底部において開始され
る。編組は、３２本のフィラメント又はワイヤ２５を、２６で示すマンドレルにテープ留
め又は締付けによるように、取り付けることによって始まる。編組は、所望の十分な長さ
が組み立てられたマンドレルの中央の近くに第１脚部２４のために生じるまで、制御され
たピッチで開始される。編組は停止され、次に編組されたワイヤは、箇所２８においてマ
ンドレル上の適所にテープ留めされるか又は締め付けられる。
【０１１９】
　第１脚部２４を編組した後、第２脚部３６に直接連結しようとする編組された第１脚部
の周辺の部分を表わす蝶番ゾーン３０が指定される。３２本のフィラメント又はワイヤの
編組物の図を使用する好ましい構成では、この蝶番ゾーンは、３２本のフィラメント編組
物に基づいて、一般的に約４～８本のワイヤ、即ち脚部の周辺の４／３２～８／３２（全
体の１／８～１／４）の範囲になる。一実施例として、４本のワイヤを蝶番ゾーン３０と
して指定してもよい。それによって、（３２－４）即ち２８本の残存ワイヤの編組物が残
され、これは異なる外形を有することになる。
【０１２０】
　３２で示すスプール・キャリアから出ている残存する２８本のワイヤの各々は、スプー
ルを脱してワイヤの３４で示すループを形成する特定の長さのフィラメント又はワイヤを
有し、このループは２８（脚部１の端部）においてテープを巻かれたマンドレルにおいて
開始し、マンドレルにおける同じスポットに戻って終わる。ループの長さは予め決められ
ており、少なくとも共通本体部分を編組するために必要な長さと編組機のためのリーダー
長との和である。ループ３４は箇所２８においてマンドレルに第１テープを覆ってテープ
留めされ、こうして、３２で示すスプール・キャリアに戻るワイヤは、ループを形成する
前にあった位置と同じ位置にある。各ループ３４が固定された後、ループ材料をスプール
に巻いてもよく、さもなければ編組作用から離脱するように経路指定され、フィラメント
又はワイヤが次の編組過程と絡み合うことを防止する。
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【０１２１】
　３２本のすべてのワイヤが、図１にも示すように、なおマンドレルの周りに径方向に方
向配置されて、テープ留めされたフィラメントから第２脚部３６の編組を開始することは
理解されよう。編組は、組み立てられたマンドレルのほぼ中間点において始まり、第２脚
部３６のための所望の編組された長さが完成するまで続く。この時点で、脚部３６の編組
物の両端部は、テープ３８及び４０（図２）又はその他の締付け手段によってマンドレル
に固定される。次に、スプール・キャリアからの３２本のワイヤをマンドレルから約５．
１ｃｍ（２インチ）だけ切ってもよく、組み立てられたマンドレルと編組された脚部とを
、編組されたフィラメント又はワイヤの２８本のループと共に編組機から除去してもよい
。一般的なフィラメント送りスプールは４４で示されており、これは周知の方法でスプー
ル・キャリア装置４２の上に取り付けられている。
【０１２２】
　図２では、マンドレルの中央シャフトが除去されているので、マンドレルの２つの半分
を分離し互いに操作して図示する相対的位置付けを想定してもよい。例えば、第２脚部用
の上部マンドレルをさかさまにして、図示するように蝶番３０の周りに旋回してもよい。
ワイヤ・ループ３４は図３には上面図として示されている。蝶番区域３０は、この領域に
ループは形成されなかったのでループを有しないことに留意されたい。
【０１２３】
　指示されるように、装置の本体即ち幹部分を形成するための異なる手順を伴ういくつか
の任意選択がある。次に好ましい実施例のいくつかのバージョンを論述する。
【０１２４】
　第１実施例では、ワイヤ・ループの遠位端部を切らず、即ち切断せず、ループ３４の各
々は２本のワイヤと共に、ダブル・ストランドを使用してステント／人工血管の共通本体
即ち幹を編組するためにスプールの上に巻かれる。こうして、この実施例では各々２本の
フィラメント又はワイヤの２８個のスプールが、少なくとも２８個のスプール・キャリア
を有する編組機の上に配置されるために利用可能である。
【０１２５】
　代替実施例では、ワイヤ・ループは端部に向って切断されて、各原始ループから実質的
に同じ長さの２本のワイヤを形成する。これら２本のワイヤは、少なくとも（２８の２倍
）即ち５６個のスプール・キャリアを含む編組機の上に配置するために、個別のスプール
の上に巻かれる。
【０１２６】
　図４は、ステント又は人工血管の共通本体即ち幹を形成するための、中実又は中空でも
よいマンドレルの１つの形状を５０で示す。対応する２脚マンドレルの中に挿入するため
に、２つのパイロット径即ち脚延長部５２及び５４がある。現在の３部分マンドレルは締
め具又はその他の周知の手段によって共に固定され、装置の第３領域即ち共通本体即ち幹
の外形を編組するための周知の方法で編組機の中に取り付けられる。
【０１２７】
　図５は、ステント／人工血管脚部直径と幹直径との間の遷移区域を示し、ここでは、幹
のための機械編組を開始する前に、直径遷移を架橋するために６０及び６２で示す装置の
各側の約４～８本のワイヤを任意に手作業で編組することは賢明である。これを行うため
に、手による編組に必要なスプールはキャリアから除去され、それから完全機械編組の前
にキャリアに戻される。この任意の過程は、ステント／人工血管の脚部－叉部－幹遷移部
においてワイヤの間により小さな開口部を提供し、より小さな開きを持つ装置格子にする
。
【０１２８】
　ある実施例において指示されるように、幹の所望の長さのために図４のマンドレルの上
に２８対のワイヤが共に編組される。編組は停止されて、フィラメント又はワイヤはマン
ドレルにテープ留めされるか、又は締め付けられる。スプールに至るワイヤは切られ、マ
ンドレル組立体と編組された装置とは編組機から除去される。この実施例による完成した
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装置を図６に示す。二重フィラメント・ループのメッシュを備えた幹部分が７２で示され
ている。
【０１２９】
　ある代替実施例では、５６個のワイヤ・スプール上の切断されたループが、図７の実施
例８０に８２で示す幹の長さのために、図４の幹マンドレル５０を覆って共に編組される
。次に編組は停止され、ワイヤはマンドレルにテープ留め又は締め付けられる。スプール
に至るワイヤは切られ、マンドレル組立体と編組された装置とは編組機から除去される。
図７に示すように、完成した装置８０は、画一的なフィラメント又はワイヤから編組され
た幹部分を有する。
【０１３０】
　ループ編組物を備えた実施例では、幹の最終編組を、脚部の編組のために使用されるも
のと同じ元の３２キャリア式編組機で達成することもできるが、４つのスプール、即ち８
番目毎のスプールは空になる。しかし、それによって完成装置は編組されたワイヤの一部
の間に間隙を示すことになる。これは、正確な数の必要なスプール・キャリアを備えた編
組機を使用するほど望ましいものではない。最終装置の熱処理の前に、各間隙をさらに一
様に手作業で離隔することができ、この熱処理については後で論述する。編組機は、例え
ばサウスカロライナ州ＳｐａｒｔａｎｂｕｒｇのＳｔｅｅｇｅｒ　ＵＳＡ社が提供するよ
うな、４～２００個又はキャリア４個の増分でこれを超える個数などの、広く様々な個数
のキャリアで市販されている。
【０１３１】
　熱処理が、装置の編組の後に続いて行われる。編組過程が完成装置のサイズと等しいマ
ンドレルの上で達成された場合、編組物は、マンドレルが金属又は装置の熱処理温度を適
切に取り扱うことができる材料で作られたならば、マンドレルの上に残存することもでき
る。熱処理技術は当業者には一般に知られている。例えば、参照によって本明細書に全体
を採用する、Ｋｏｔｕｌａ他に譲渡された特許第５７２５５５２号は、ニチノール・ワイ
ヤで作られた編組された医療装置の熱処理と、完成装置の形状を記憶するために熱処理す
る間に所望の完成装置の形状の型の中に装置を閉じ込める過程とを、詳細に説明している
。これに関して、ニチノール織物又は編組物を所望の硬度又は軟度に応じて約１～３０分
間だけ５００～５５０℃に保持することは、編組物を熱処理中に保持される形状に設定す
る傾向があることがわかっている。編組物を適所に保持するために使用される材料は、熱
処理の温度範囲のために適当なものでなければならない。例えば、編組物を抑え付けるた
めに使用される場合にはテープは適当ではないことがあるので、金属クランプ又は当技術
分野で知られるその他の手段で代用してもよい。
【０１３２】
　図６及び図７に示す装置は、幹における僅かな量の朝顔状の開きを７４及び８４で示し
、ヒート・セット中に編組物を朝顔状に開いた状態に保持することによってヒート・セッ
ト過程中に成形することができる脚端部を７６及び７８で示している。例えば３２個のス
プール・キャリアを備えた編組機で２８本のワイヤを編組することから生じるものなど、
ワイヤ間のどのような間隙も望みに応じて手作業で位置変えすることもできる。熱処理の
後にこれらのワイヤは位置変えした形状を保持することになる。
【０１３３】
　編組マンドレルが装置のための所望の完成ヒート・セット形状ではない場合には、編組
された装置をマンドレルから除去して個別の型の中に配置し、熱処理用の所望の形状を作
ってもよい。熱処理及び形状セットの後に、編組物は、締め具又はその他の保留手段を必
要とすることなく、編んだものが解かれることを阻止することになる。幹及び脚部の朝顔
状に開いた端部は、装置が動脈内壁に対して留置されることを助け、さらにステント又は
人工血管を通過することがあるその他の装置をワイヤが捕えることを防止する。幹及び脚
部のサイズが、これらを中に置こうとする動脈のサイズよりも、ステント／人工血管の弛
緩状態においていくぶん（例えば５～３０％、好ましくは１５～２０％）大きいことが好
ましく、これにより動脈内壁に外向きの圧力を行使して装置の留置と保持を助ける。
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【０１３４】
　本編組法によって製造されたヒート・セット・ステント又は人工血管は、幹と脚端部を
引っ張って装置の縦軸に沿って編組されたワイヤを伸張させることによって、血管内カテ
ーテル内腔を通って送るために、容易につぶされて小さな直径になる。装置がカテーテル
の中で位置付けられて治療部位に送られると、ステント／人工血管はカテーテル内腔端部
の開口部から押し出されてもよい。解放された装置はそのヒート・セット記憶サイズに、
又は動脈がもっと小さい場合には動脈内壁に対して自己拡張する。送りカテーテルの設計
が分枝付きステント又は人工血管については多少より複雑になることは理解されよう。こ
のような送り装置の実施例は、Ｈｙｏｄｏｈ他に譲渡された米国特許第６４０９７５０号
、及びＳｈａｏｌｉａｎ他に譲渡された米国特許６９５３４７５号に詳細に記載されてい
る。
【０１３５】
　分枝付き編組された外形を独立型のステントとして使用してもよく、編組物は人工血管
の構成要素であってもよく、それによってポリエステル又はその他の編組されたポリマー
又は織物を編組された金属構造の外側に加えて、人工血管に対する密封表面として役立て
てもよい。この形式の構成では、編組された金属の膨脹特性は、人工血管織物を動脈内壁
に対して押し付ける。織物は、一例として縫合によって、又は人工血管技術分野では周知
のその他の手段によって編組物に取り付けてもよい。代替案として、ポリエステル又はそ
の他の編組されたポリマー又は織物を、編組された金属構造の内側に加えて、縫合によっ
て取り付けてもよい。
【０１３６】
　人工血管の別の実施例は、金属フィラメント又はワイヤについて記載した技術と同じ技
術を使用する個別のポリエステル・フィラメントを編組することから成る。この実施例で
は、編組されたポリマー分枝付き人工血管材料は、ヒート・セット金属編組物構造を覆っ
て置かれ、ポリマー編組物は保持用の金属編組物に縫合される。代替案として、分枝付き
人工血管材料を金属の編組された構造の内部に置いて、金属構造に縫合してもよい。金属
編組物とポリマー編組物の両方に同様なピッチとピック・カウントとを使用することによ
って、装置は単体装置として容易につぶれ、自己拡張することができる。下に置かれるか
又は上に置かれるポリエステル又はその他の編組されたポリマーを、金属構造に取り付け
られた複数の独立した構成要素で製造してもよいことに留意されたい。
【０１３７】
　さらに別の実施例では、人工血管は、同じ編組法を使用して作られるが、人工血管を製
造するために使用される画一的な複数のフィラメントは、金属と単一動作で共に編組され
たポリマー・フィラメントとの組合せで構成される。金属フィラメント及びポリマー・フ
ィラメントの本数と、金属とポリマーの比を望みに応じて変更し、人工血管を密封するた
めの十分な自己膨脹力と適切なポリマー密度を得ることもできる。この方法は人工血管の
設計において多くの融通性を可能にする。
【０１３８】
　このステント又は人工血管編組法は、他の技術とは異なり、ワンピースの管状フレーム
ワーク装置の製造を提供し、それによって脚部は蝶番によって連結され、脚部及び幹は画
一的な複数の又はアレイのフィラメントから製造される。各脚部は長さが同じであっても
異なってもよく、直径が同じであっても異なってもよく、特定の適用例における所望に応
じてその（縦軸の）長さに沿って直径が一定（一様）であっても異なってもよいことが理
解されよう。
【０１３９】
　図示された例示的装置は、腸骨分岐を伴う腹部大動脈瘤の治療のためであるが、編組法
及び結果として得られる装置はさらに広く適用可能であり、分枝付きステント又は分枝付
き人工血管と、特定の条件を取り扱うための分枝付きステント又は人工血管を製造するた
めの方法に限定されないことは理解されよう。身体内には、このような分枝付きステント
又は人工血管が必要である可能性のある多くの箇所が存在し、この方法は図示された逆Ｙ
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形のステント又は人工血管と共に他の外形にも適当である。例えば、主分枝付き管状本体
から出て側枝を、本発明の方式で、意図される側枝の位置において円形パターンでフィラ
メントのループを作ることによって製造可能であることが予期される。このような方法は
、編組物のワイヤが側枝を交差するときに編組機を停止すること、ループを作ること、及
び分枝出発域を編組が通過するまでこの方法を繰り返すことを含む。主チューブが編組さ
れると、ループを使用して側枝を編組してもよい。
【０１４０】
　特許の現状に従い、新しい原理を適用し、必要に応じて実施例を構成して使用するため
に必要な情報を当業者に提供するために、本明細書では、本発明をかなり詳細に説明した
。しかし、本発明は明確に様々な装置によって実施可能であること、及び本発明自体の範
囲から逸脱することなく様々な変形例を達成できることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１４１】
　２０　部分
　２２　部分
　２４　第１領域、第１脚部
　２５　フィラメント、ワイヤ
　２６　マンドレル
　２８　位置
　３０　蝶番ゾーン
　３２　スプール・キャリア
　３４　ループ
　３６　第２領域、第２脚部
　３８　テープ
　４０　テープ
　４２　スプール・キャリア装置
　４４　フィラメント送りスプール
　５０　幹マンドレル
　５２　脚延長部
　５４　脚延長部
　６０　装置の側部
　６２　装置の側部
　７２　ダブル・フィラメント・ループ
　７４　朝顔状開き部
　７６　脚端部
　７８　脚端部
　８０　完成装置
　８２　幹
　８４　朝顔状開き部
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